
第３７４８号 平成２８年６月８日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

目        次 

◇ 告  示 ページ 

○ 利用料金の額の承認【産業経済局総務政策部雇用政策課】 

２

◇ 公  告 

○ 特定調達契約に係る落札者の決定（２件）【技術監理局契約部契約課

】 ３

○ 開発行為に関する工事の完了【建築都市局指導部宅地指導課】 

５

○ 大規模小売店舗の変更事項の届出【産業経済局新成長戦略推進部商業

・サービス産業政策課】 ６

1



北九州市告示第２９１号

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）第６条第３項の規定により、北九州産業技術保存継承センターの利

用料金の額を承認したので、北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条

例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３４号）第６条の規定により次のとお

り告示する。

  平成２８年６月８日

北九州市長 北 橋 健 治

金額 期間

企

画

展

示

室

陳

列

品

の

観

覧

料

－ 大人 小・中学校の

児童及び生徒

平成２８年７月

２３日から同年

１０月１０日ま

で個人 １

人

１

回

 ５００円 ２５０円

団 体 （ ３ ０

人以上）

 ４００円   ２００円
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北九州市公告第４２４号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成２８年６月８日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び予定数量   

    Ａ重油 ３万６，１００リットル  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    平成２８年５月２６日 

４  落札者の名称及び住所   

    高橋油脂工業株式会社 

    北九州市門司区浜町１番２号 

５  落札金額   

    １リットル当たりの金額 ４９．２円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日        

    平成２８年４月２６日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第４２５号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成２８年６月８日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び予定数量   

    白灯油 ４万２，０００リットル  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    平成２８年５月２６日 

４  落札者の名称及び住所   

    株式会社 Ｍｉｓｕｍｉ 熊本支店 

   熊本市東区長嶺南６丁目６番４０号 

５  落札金額   

    １リットル当たりの金額 ３７．４円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日        

    平成２８年４月２６日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第４２６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成２８年６月８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市小倉南区新曽根４３９６

番 

大阪市西区立売堀一丁目４番４号 

株式会社カクダイ 

代表取締役社長 永島康博 

北九州市小倉南区沼新町三丁目１

７５０番４及び１７５０番１１９

から１７５０番１３０まで 

北九州市小倉北区神岳二丁目１０番

２４号 

株式会社九州三共 

代表取締役 中島 敬二郎 
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北九州市公告第４２７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成２８年６月８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

セントシティ北九州 

  北九州市小倉北区京町三丁目 1 番 1 号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  北九州都心開発株式会社 

  北九州市小倉北区京町三丁目 1 番 1 号 

  代表取締役 古賀 渡 

  ほか２２者 

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に 

あっては代表者の氏名 

ア 変更前 

北九州都心開発株式会社  

代表取締役 古賀 渡 

ほか２２者 

イ 変更後 

北九州都心開発株式会社  

代表取締役 古賀 渡 

ほか２２者 

（２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並 

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

    株式会社コレット井筒屋 

    代表取締役社長 田邊浩二 

    ほか３４者 
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  イ 変更後 

    株式会社コレット井筒屋 

    代表取締役社長 田邊浩二 

    ほか３５者 

４ 変更の年月日 

 平成２８年５月３１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由のため 

６ 届出年月日 

平成２８年５月３１日 

７ 縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課  

 （２） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市小倉北区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

  平成２８年６月８日から同年１０月１１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。 

）の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を平成２８年１０月１１日までに北九州市

産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提

出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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